
報告第２号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

専決第７号 

専 決 処 分 書 

宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、次のとおり専決処分する。 

令和６年（２０２４年）３月３１日 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第２４号 

 宝塚市市税条例の一部を改正する条例 

宝塚市市税条例（昭和２９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第４４条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のた

だし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が前項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、

市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

 第４４条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 

 第６４条第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のた

だし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が前項各号のいずれかに該当することが

明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでな

い。 

第６４条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改める。 

第１３６条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に

次のただし書を加える。 
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ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が前項各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、

この限りでない。 

第１３６条の３第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第４条の３の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

第４条の４ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第４項に規定する特例

損失金額（以下この項において「特例損失金額」という。）がある場合には、特例損失

金額（同条第４項に規定する災害関連支出がある場合には、第３項に規定する申告書の

提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金

額」という。）について、令和５年において生じた法第３１４条の２第１項第１号に規

定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、

第３５条の２の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和７

年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民

税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じ

なかったものとみなす。 

２ 前項前段の場合において、第３５条の２の規定により控除された金額に係る損失対象

金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第４８条の６第１項に規

定する親族の有する法附則第４条の４第４項に規定する資産について受けた損失の金額

（以下この項において「親族資産損失額」という。）があるときは、当該親族資産損失

額は、当該親族の令和７年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属

する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損

失額が生じた年において生じなかったものとみなす。 

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第３７条の２第１項又は第４項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第３７条の３第１項の確定申告書を含む。）に第１項の規定

の適用を受けようとする旨の記載がある場合（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。）に限り、適用する。 

附則第５条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改める。 

附則第６条の５の次に次の４条を加える。 
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（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第６条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及び第５項に

規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別税額控除額を、前年の

合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納税義務者（次条及び附則第６条の

８において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第３５条の３、第３５条の６

から第３５条の９まで、附則第４条の３第２項、附則第６条第１項、附則第６条の３の

２第１項及び附則第６条の４の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３５条の７第２項、第４９条の５第１項及び

附則第６条の４の規定の適用については、第３５条の７第２項及び附則第６条の４中「附

則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、

第４９条の５第１項中「課した」とあるのは「附則第６条の６第１項の規定の適用がな

いものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用が

ないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第６条

の６第１項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第６条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額については、第４１条の２の規定にかかわらず、次に定めるところに

よる。 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の

額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個

人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額（法

附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適用がないものとした場合に算出される

普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の

合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」

という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の

県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下この項

において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の

特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該金

額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において
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「分割金額」という。）に３を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴

収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において

「第１期分金額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各

納期の納付額は、第４１条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び

次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその者の第１期分金額か

らその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その

他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金

額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、

第１期納期においてはないものとし、第４１条第１項に規定する第２期の納期（以

下この項及び次条第１項において「第２期納期」という。）においてはその者の第

１期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額を控除した額とし、第４１条第１項に規定する第３期の納期（以

下この項において「第３期納期」という。）及び同条第１項に規定する第４期の納

期（以下この項において「第４期納期」という。）においてはその者の分割金額と

する。 

(３) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の

第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額に満たない場合

には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納期

においてはないものとし、第３期納期においてはその者の第１期分金額とその者の

分割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に

係る特別税額控除額を控除した金額とし、第４期納期においてはその者の分割金額

とする。 

(４) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額が

その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額との合計額以上で

ある場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期、第２

期納期及び第３期納期においてはないものとし、第４期納期においてはその者の普

通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に
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係る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４９条第１項の規定により普通徴収

の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の規定により普通徴収の

方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第６条の８ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４９条の２第１項の規定により特別

徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税（第３項にお

いて「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同条第２項の規定

により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の

額については、次に定めるところによる。 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の

額（附則第６条の６第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される第４９

条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割

額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第５号にお

いて同じ。）の合算額（以下この号及び第５号において「年金所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１号において

同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額

（以下この項及び第３項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控

除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特

別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に

係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の２分

の１に相当する額をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下

この号において同じ。）を２で除して得た金額（当該金額に１，０００円未満の端

数があるとき、又は当該金額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金

額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」という。）

をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に

相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たない場合に

は、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に

係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」とい

う。）並びに第４９条の３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別
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徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以

下この項及び第３項において「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期にお

いてはその者の第１期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期

分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日

までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を

３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の

全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。

以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別

税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額

（以下この項において「１０月分金額」という。）に相当する税額、同年１２月１

日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とす

る。 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の第

２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税

額は、第１期納期における税額はないものとし、第２期納期においてはその者の第

１期分金額とその者の第２期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の

市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額に

相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の

分割金額に相当する税額とする。 

(３) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以上であり、かつ、

その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額

に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び

第２期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の１０月１日

から１１月３０日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金

額及びその者の１０月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３
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月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(４) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０月分金額の合

計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の

１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税

額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年

１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の第１期分金額、その

者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額からその

者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する

税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当す

る税額とする。 

(５) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びそ

の者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象

税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日

から翌年の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３

月３１日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算

額に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４９条の４の規定の適用については、同条第

２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌

年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金

給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第６条の８第１項各号に規定す

る特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額（第

１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定めるところによる。 

(１) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前

の年金所得に係る個人の市民税の額から第４９条の５第１項に規定する年金所得に

係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を３で除し
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て得た金額（当該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額

が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下

この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額

控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下

この項において「１０月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税

額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間において

はその者の１０月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日まで

の間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(２) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分金額とその者の分

割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないものとし、同年

１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその者の１０月分金額とその

者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間にお

いてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(３) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特

別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日

までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間にお

いてはその者の第４９条の５第２項の規定により読み替えられた第４９条の２第１

項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第４９条の４の規定の適用については、同条第

２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌

年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金

給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第６条の８第３項各号に規定す

る特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４９条の６第１項の規定の適用がある場合につ

いては、前各項の規定は、適用しない。 
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（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第６条の９ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項及び第４項

に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税額控除額を、同条

第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３５条の３、第３５条の６から

第３５条の９まで、附則第４条の３第２項、附則第６条第１項、附則第６条の３の２第

１項及び附則第６条の４の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

 附則第７条第２項中「前条」を「附則第６条の４」に改め、同条第３項中「第３５条の

９第１項」の次に「、附則第６条の６第１項及び前条」を加え、「同項中」を「第３５条

の９第１項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、附則第６

条の６第１項中「及び附則第６条の４」とあるのは「、附則第６条の４及び附則第７条第

２項」と、前条中「及び附則第６条の４」とあるのは「、附則第６条の４及び次条第２項」

とする」に改める。 

附則第９条の２第１４項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第２５

項第３号イ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２５項第２号ロ」を「附則第１５

条第２５項第３号ロ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５項第２号ハ」を「附

則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第２５項第３号イ」

を「附則第１５条第２５項第４号イ」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第２５項第

３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同条第１９項中「附則第１５条第

２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４号ハ」に改め、同条第２１項を削り、同

条第２２項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」に改め、同項を同条

第２１項とし、同条第２３項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３７項」に

改め、同項を同条第２２項とし、同条第２４項中「附則第１５条第４２項」を「附則

第１５条第４１項」に改め、同項を同条第２３項とし、同条第２５項中「附則第１５条第

４３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同項を同条第２４項とし、同条中第２６項

を第２５項とし、第２７項を第２６項とする。 

 附則第９条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第７条第１７項」

を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７

条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改め、同項を同条第１３項とし、同条

第１１項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同

条第１２項とし、同条第１０項中「附則第７条第１０項各号」を「附則第７条第１１項各
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号」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第９項各号」を「附則

第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中「附則第７条第８

項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条中第７項を第

８項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分所有に

係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の

普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項に規定する管理者等

から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定

する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又

は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同

条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

附則第１０条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同条第８号中「附則第１９条の３第５項」を「附則第１９条の３第４

項」に改める。 

附則第１０条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又は令和８

年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「令和７年度分又は令

和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」

を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８

年度分」に改める。 

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては 、

１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資

産税の課税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」

を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和

３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１１条の３中「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第

１４条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）附則第２１条第１

項」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め

る。 
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附則第１２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分の固定資産税

にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第１２条の２第４項を削る。 

附則第１２条の３第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税

の課税標準額）」を削り、同条第２項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年

度から令和８年度までの各年度分」に改める。 

附則第１３条中「又は第４項」を削る。 

附則第１４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め

る。 

附則第１５条の４第３項に次の１号を加える。 

(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１５条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１５条の５第３項に次の１号を加える。 

(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１５条の５第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１６条第３項に次の１号を加える。 

(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１６条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１７条第５項に次の１号を加える。 

(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１７条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１８条第２項に次の１号を加える。 

- 11-



(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１９条第２項に次の１号を加える。 

(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１９条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１９条の２第２項に次の１号を加える。 

(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１９条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１９条の２第５項に次の１号を加える。 

(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１９条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１９条の３第２項に次の１号を加える。 

(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第１９条の３第５項に次の１号を加える。 

(５) 附則第６条の６及び附則第６条の９の規定の適用については、附則第６条の６第

１項及び附則第６条の９中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第

１９条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の宝塚市市税条例の規定中固定資産税に関する

部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 
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３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等の一部を改

正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）附則第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特

定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 
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報告第３号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

専決第８号 

専 決 処 分 書 

宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和６年（２０２４年）３月３１日 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第２５号 

 宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例 

宝塚市都市計画税条例（昭和３３年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項を削る。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」

に改め、同項を附則第３項とする。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３７項」

に改め、同項を附則第４項とする。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２項」

に改め、同項を附則第５項とする。 

附則第７項を附則第６項とする。 

附則第８項の前の見出しを削り、同項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税にあっ

ては、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の

都市計画税の課税標準額）」を削り、同項を附則第７項とし、同項の前に見出しとして「（宅

地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税の特例）」を
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付する。 

附則第９項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの

各年度分」に改め、同項を附則第８項とする。 

附則第１０項中「附則第８項」を「附則第７項」に、「令和４年度分及び令和５年度分」

を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同項を附則第９項とする。 

附則第１１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「附則第８項」を「附則第７項」に改め、同項を附則第１０項とする。 

附則第１２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「附則第８項」を「附則第７項」に改め、同項を附則第１１項とする。 

附則第１３項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令和３年度分の都市計画税に

あっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削り、同項を附則第１２項とする。 

附則第１４項の前の見出しを削り、同項を附則第１３項とし、同項の前に見出しとして

「（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計画税の特例）」を

付する。 

附則第１５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め、「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」

を削り、同項を附則第１４項とする。 

附則第１６項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度まで

の各年度分」に改め、同項を附則第１５項とする。 

附則第１７項の前の見出しを削り、同項を附則第１６項とし、同項の前に見出しとして

「（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等）」を付する。 

附則第１８項中「附則第８項及び第１０項」を「附則第７項及び第９項」に、「附則第

８項及び第１１項」を「附則第７項及び第１０項」に、「第９項、第１１項及び第１２項」

を「第１０項及び第１１項」に、「附則第１１項から第１３項まで」を「附則第１０項か

ら第１２項まで」に、「附則第１３項」を「附則第１２項」に、「附則第１４項から第１６

項まで」を「附則第１３項から第１５項まで」に、「附則第１５項」を「附則第１４項」に

改め、同項を附則第１７項とする。 

附則第１９項中「第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項」を
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「第３４項まで、第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項」に改め、同項を附則

第１８項とする。 

附則第２０項中「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第１４

条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）附則第２１条第１項」

に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、同

項を附則第１９項とする。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の宝塚市都市計画税条例の規定は、令和６年度

以後の年度分の都市計画税について適用し、令和５年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等の一部を改

正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）附則第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特

定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお

従前の例による。 
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議案第５１号 

宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市市税条例の一部を改正する条例 

宝塚市市税条例（昭和２９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第５３条の３中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

附則第４条の２を次のように改める。 

第４条の２ 削除 

附則第９条の２中第２６項を第２８項とし、第２５項を第２７項とし、第２４項を第

２６項とし、第２３項を第２５項とし、同項の前に次の１項を加える。 

２４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

附則第９条の２中第２２項を第２３項とし、第１４項から第２１項までを１項ずつ繰り

下げ、第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、１４分の１１とする。 

 附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

(１) 第５３条の３の改正規定 令和７年４月１日 

(２) 附則第４条の２の改正規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第 号）の施

行の日の属する年の翌年の１月１日 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 改正後の宝塚市市税条例（次項において「新条例」という。）附則第９条の２第

１４項の規定は、令和６年４月１日以後に整備した地方税法等の一部を改正する法律（令

和６年法律第４号）第１条による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項

において「新法」という。）附則第１５条第２５項第２号に規定する特定バイオマス発
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電設備に対して課する固定資産税について適用する。 

２ 新条例附則第９条の２第２４項の規定は、令和６年４月１日以後に整備した新法附則

第１５条第３８項に規定する滞在快適性等向上施設等に対して課する固定資産税につい

て適用する。 
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議案第５２号 

宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例 

宝塚市都市計画税条例（昭和３３年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則第１９項を附則第２０項とし、附則第１８項を附則第１９項とする。 

附則第１７項中「附則第７項及び第９項」を「附則第８項及び第１０項」に、「附則第

７項及び第１０項」を「附則第８項及び第１１項」に、「附則第８項、第１０項及び第

１１項」を「附則第９項、第１１項及び第１２項」に、「附則第１０項から第１２項まで」

を「附則第１１項から第１３項まで」に、「附則第１２項」を「附則第１３項」に、「附則

第１３項から第１５項まで」を「附則第１４項から第１６項まで」に、「附則第１４項」

を「附則第１５項」に改め、同項を附則第１８項とする。 

附則第１６項の前の見出しを削り、同項を附則第１７項とし、同項の前に見出しとして

「（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等）」を付する。 

附則第１５項を附則第１６項とし、附則第１４項を附則第１５項とする。 

附則第１３項の前の見出しを削り、同項を附則第１４項とし、同項の前に見出しとして

「（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計画税の特例）」を

付する。 

附則第１２項を附則第１３項とする。 

附則第１１項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１２項とする。 

附則第１０項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１１項とする。 

附則第９項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１０項とする。 

附則第８項を附則第９項とする。 

附則第７項の前の見出しを削り、同項を附則第８項とし、同項の前に見出しとして「（宅

地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税の特例）」を

付する。 
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附則第６項を附則第７項とし、附則第５項を附則第６項とする。 

附則第４項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第３８項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の附則第５項の規定は、令和６年４月１日以後に整備した地方税法等の一部を

改正する法律（令和６年法律第４号）第１条による改正後の地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）附則第１５条第３８項に規定する滞在快適性等向上施設等に対して課する

都市計画税について適用する。 
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議案第５３号 

宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

 令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 宝塚市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２５号）の一部を次のように改

正する。 

第１３条の表中「第７条第２項」を「第７条第３項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５４号 

宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

 令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表(２)の項中 

「 

水防本部若しくは災害対策本部が設置

されているとき、又は市長が特に必要が

あると認めるときに、荒雨天等の現場に

おいて災害対策業務に従事した職員 

」 

を 

「 

災害対策本部若しくは災害警戒本部が

設置されているとき、又は市長が特に必

要があると認めるときに、河川、道路、

避難所その他の災害現場において災害

対策業務に従事した職員 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５５号 

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

 令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 宝塚市福祉医療費の助成に関する条例（平成３年条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

第１条の２第１０号及び第１１号中「第４１条の３の３第２項」を「第４１条の３の

１１第２項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５６号 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す 

る条例 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年条例第３０

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

雲雀丘３丁目北地区

地区整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された阪神間都

市計画雲雀丘３丁目北地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域 

別表第２に別紙のように加える。 

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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別紙 

４３ 雲雀丘３丁目北地区地区整備計画区域 

(ア) 計画地区の区分 全域 

(イ) 建築してはならない

建築物 

次に掲げる建築物以外の建築物 

(１) 住宅 

(２) 住宅で、延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、令第１３０条の３各号に掲げる用途のいずれかを兼ね

るもの（これらの用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メートルを超えるものを除く。） 

(３) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(４) 診療所 

(５) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの 

(６) 法別表第２(い)項第６号及び第９号に掲げるもの 

(７) 前各号の建築物に附属するもの 

(ウ) 建築物の容積

率 

(ａ) 

(ｂ) 

(エ) 建築物の建蔽

率 

(ａ)  

(ｂ) 

(オ) 建築物の敷地

面積の最低限

度 

(ａ) 

(ｂ) 

(カ) 建築物の外壁

等の面から敷

地境界線まで

の距離の最低

限度 

(ａ)  

(ｂ)  

(ｃ)  

(キ) 建築物の高さ

の最高限度 

(ａ) 

(ｂ) 

(ｃ) 
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議案第５７号 

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その１））の変更につ 

いて 

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その１）、令和４年１０月７日

議案第１０２号で議決、令和５年３月２９日議案第３２号、令和５年１０月６日議案第

８１号及び令和６年３月２６日議案第３３号で変更議決）の一部を次のとおり変更しよう

とするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

「１ 契 約 の 目 的  （都）荒地西山線道路新設改良工事（その１） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ￥３８９，５１３，３００.- 

４ 契約の相手方  宝塚市小浜２丁目１－２－２０２ 

株式会社カナック工業 

代表取締役 金 山 敬 姫 

５ 工 事 場 所  宝塚市千種１丁目外地内 

６ 工 事 概 要  土工     一式 

 場所打擁壁工 １１６ｍ 

（Ｕ型擁壁、Ｗ=８.９～９.５ｍ、Ｈ=１.７～８.５ｍ) 

仮設工    一式 

グラウンドアンカー、切梁腹起し 

鋼矢板圧入北側：１０３枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：９４枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

鋼矢板引抜北側：１４７枚（Ⅲ・Ⅳ型） 

南側：１４６枚（Ⅲ・Ⅳ・ⅤＬ型） 

薬液注入、覆工板工等 

工事用道路工 一式 

構造物撤去工 一式 

交通管理工  一式                  」 
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中 

「３ 契 約 の 金 額  ￥３８９，５１３，３００.-              」 

を 

「３ 契 約 の 金 額  ￥３８７，７０７，１００.-              」 

 

に変更する。 

- 34-



議案第５８号 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について 

地方自治法第２８６条第１項の規定により、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更

に関して次のとおり関係地方公共団体と協議するため、同法第２９０条の規定により、議

会の議決を求める。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約（昭和３０年兵庫県告示第１９７号の１２）の一

部を次のように改正する。 

第４条中「神戸市中央区下山手通４丁目１６番３号、兵庫県民会館内」を「兵庫県神

戸市中央区東川崎町１丁目３番３号、神戸ハーバーランドセンタービル内」に改める。  

附 則 

この規約は、令和６年７月１日から施行する。 
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議案第５９号 

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

地方自治法第２９１条の３第１項の規定により、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の

変更に関して次のとおり関係地方公共団体と協議するため、同法第２９１条の１１の規定

により、議会の議決を求める。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年兵庫県指令市振第２２９７号）の一部

を次のように変更する。 

 第４条中「に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる」を「及び高齢者

医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者

医療の事務及びそれに付随する」に改め、同条ただし書及び各号を削る。 

第１７条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。 

別表第１を削り、別表第２を別表とする。 

 附 則 

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 
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議案第６０号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  ああああああああああああああ 

氏 名  中 西 清 純 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第６１号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  ああああああああああああああ 

氏 名  島 廣 弘 二 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第６２号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和６年（２０２４年）５月２０日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  ああああああああああああああ 

氏 名  山 中  毅 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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